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上下水道事業（施設・経営）の現状と課題
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経営の現状と課題①

上下水道事業は、「独立採算制」によ
る運営が原則となります。安全・安心か
つ快適な生活環境を確保するためにかか
る費用は、お客様からの料金で賄われて
います。

しかし、上下水道事業を取り巻く環境
は、人口減少に伴う水需要の減少、さら
には物価の高騰により維持管理経費が増
加するなど厳しい経営環境が続いていま
す。
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(単位:人) (単位:千円)



経営の現状と課題②

広大な行政区域に多くの施設を保有し
ているため、老朽化が進んでいる施設を
維持するための費用も大きな負担となっ
ています。

水道事業は、令和4年度において、大
雨災害の影響や浄水場施設の電気料金の
高騰などにより、料金よりも費用が多く
かかったため、初めて赤字が発生し、料
金収入だけでは費用を賄えない状況とな
りました。
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(単位:億円) (単位:千円)



経営の現状と課題③

下水道事業も、物価高騰などにより施
設を維持管理していくための費用が毎年
上昇しています。

令和２年度からは、年度ごとに１.５億
円から２億円の収入不足が生じており、
不足額は、一般会計からの繰入金によっ
て経営を維持しています。
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(単位:億円)
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水道事業の現状

村上市では「持続可能な水道事業を実現」するため、令和5年度にアセットマネジメント
（資産管理）計画策定業務を実施しています。今後はこれらを基に実施計画を策定する予定
です。

以下のグラフは管路の布設年次を示しています。左側の上水道事業では、最も古い1960年
および1961年に、主に村上配水区の配水管などが布設されています。水道台帳上の導水管、
送水管、配水管等を合わせると619ｋｍになります。また、右側の簡易水道事業では1970年
に府屋地区で18ｋｍ、1975年に主に山辺里と八幡地区で13ｋｍの配水管などの布設が行わ
れました。こちらも水道台帳上の導水管、送水管、配水管等を合わせると211ｋｍになります。

布設年度別 管路延長
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水道事業の課題

〇施設の老朽化

上水道事業の施設については、浄水場管理棟や配水池の更新を進めておりますが、簡易水道事業の
施設については予算規模の制約から、建設当時の施設を維持管理しながら運営している状況です。

〇管路の老朽化（耐震化）

更新基準に基づく老朽管の改良が必要です。今後、実施計画を策定し、管路の更新や重要施設の耐
震化を進める必要があります。

〇機器類の老朽化

各種機器、電気計装、非常通報装置等の更新が必要です。特に、簡易水道事業の山北地域について
は、電気計装の改良を行うほか、遠方監視システム（非常通報装置）のNTT専用回線（アナログ）が
令和11年3月にサービスを終了するため、光回線への改築更新が必要となります。

〇水管橋の法令点検、修繕

令和5年3月の水道法施行規則の改正により、水管橋等の架空横断する管路について損傷等により
供給に大きな支障を及ぼすおそれがあるものについて、目視点検（記録）をおおむね5年に1回の頻
度で行うことが定められました。これにより点検費用や修繕工事が必要となる場合があります。



下水道事業の現状

下水道施設には、28の処理区と27の処理場
があります。また、下水道管渠の整備は令和
５年度に概成し、管渠の布設総延長は令和4
年度末で658.38kmとなりました。
下水道事業は昭和59年に供用開始され、そ

の後、合併前の平成 4 年度頃から平成17年
頃までに大幅に整備が促進されました。処理
場の機械・電気設備は標準耐用年数が7~15
年程度であるため、更新工事を進めています。
また、処理場の躯体や汚水管は、標準耐用

年数である 50 年を超える施設はありません
が、整備年度が集中しているため、将来的に
は更新時期も集中することが予想されます。
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下水道事業の課題

・維持管理経費の人件費、動力費などの物価上昇による増加
・点在する多くの施設があり非効率的
・老朽化及び耐震化、広域化（維持管理費コストダウン）の費用の投資が必要
・合併前旧市町村で同時期に下水道整備を実施したため同様に老朽化対策が必要だが、優先順
位を決め投資が必要

・過年度の施設整備の企業債償還金の長期化
・人口減少に伴う下水道施設の在り方の検討が必要
・水洗化率向上へ向けた具体的な取組みが必要
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投資・経営健全化に向けた取り組み

9



水道事業について
【短期・中期（～10年）】

1 管路の実施計画をもとに、石綿管改良や老朽管路の改良工事を実施

2 老朽化した施設の改築更新を実施

3 重要幹線や避難所等の重要施設に接続する管路の耐震化を計画

4 水道の安定供給と災害時のリスク回避を目的とした管路接続を実施

5 主要管路となる水管橋の目視点検を実施

6 渇水期における水量不足を補うため取水施設の増設を実施（朝日）

【長期（～20、30年）】

1 余剰能力を利用した統廃合の検討

2 施設更新時に計画給水人口などを見直し、適正規模での更新を実施

3 官民連携などによる新たな運営手法を模索

【その他】

1 広域化によるスケールメリットを活かした近接自治体との連携を検討

2 水道施設等の遊休資産売却の検討

3 有料広告など広告収入の確保に努めるほか、債券購入による効率的な資金運用を図る
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下水道事業について

１ 安定した下水道サービスの提供

独立採算で経営を行うことが基本原則であり、過度な繰入金への依存は望ましくありませ
ん。経営状況の見える化と使用料の適正化を図り、健全な経営を確保する必要があります。

２ 下水道接続率の向上

排水設備工事に対する融資などの各種助成制度を見直し、充実させることで接続率の向上
を目指します。また、下水道接続の重要性や助成制度を広めるため、市報や戸別訪問、下水
道フェアなどを通じて積極的なPR活動を強化していきます。

３ 持続可能な下水道事業の運営

・汚水処理の広域化（統廃合）

市内における汚水処理の広域化については、農業集落排水施設の7地区（神納、東神納、西
神納、山辺里、相川、門前・鋳物師、三面）を村上及び朝日処理区へ統合する計画としてお
り、令和７年度から16年度までの10年間で処理場を７か所廃止し、維持管理経費の削減によ
り効率化を図ります。

・人口減少に伴う施設の在り方の検討

既存ストックをそのまま維持するのではなく、人口減少などによる将来の事業環境に適し
た施設運営を実施するために、集合処理方式から個別処理方式（合併処理浄化槽）への事業
転換などについて検討しています。
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料金制度の概要について
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水道料金体系の概要
+ =

〇水道料金は基本料金と従量料金からなる二部料金制。

〇用途別料金体系・基本水量制

基本料金 従量料金 水道料金

料金区分 説 明

基本料金 使用者が使用水量の有無に関わらず負担する料金
※メーターの口径によって単価が上がる逓増制

従量料金 使用水量に応じて負担する料金
※使用水量の多寡に関わらず、単価を均一とした均一料金制

用途区分 説 明

一般用 一般住宅・事業所・店舗・病院・工場など

一般用及び温泉旅館用 「温泉旅館用」口径40ミリメートル以上で温泉に使用するもの

船舶給水用 船舶が寄港の際一時的に使用するもの

公衆浴場用 入浴料金の価格について省令により統制を受けるもの

私設消火栓 消防の演習に使用する場合
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下水道使用料体系の概要
+ =

〇下水道使用料は基本使用料と従量使用料からなる二部使用料制。

〇用途別使用料体系・基本水量制

基本
使用料

従量
使用料

下水道
使用料

使用料区分 説 明

基本使用料 使用者が排水量の有無に関わらず負担する使用料
※メーターの口径に関わらず、単価を均一とした単一使用料

従量使用料 排水量に応じて負担する使用料
※排水量の多寡に関わらず、単価を均一とした単一型

用途区分 説 明

一般排水 一般住宅・事業所・店舗・病院・工場など特定排水以外の汚水

特定排水 公共下水道村上処理区瀬波分区内の旅館・ホテル・保養所及び共同浴場
から排水される汚水
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営業費用

人件費、薬品費、
動力費、修繕費、
減価償却費等

+ =資本費用 総括原価

支払利息
資産維持費

水道料金の算定
水道料金の算定には、水道事業に必要な費用を合算した「総括原価」を基に、総括

原価と料金収入の総額が一致するように料金を算定する、総括原価方式を採用してい
ます。

総括原価方式の考え方
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（目的別）管渠費、
処理場費等
（性質別）人件費、
動力費、委託料等

減価償却費
支払利息、
資産維持費

下水道使用料の算定

使用料対象経費の考え方

維持管理費 + =資本費 使用料対象経費

当市の場合、対象経費に資本費を含めて算定すると、大幅な値上げが必要となりま
す。そのため、急激な負担増とならないよう、今回の改定では経費回収率を100％と
し、維持管理費が賄える水準まで改定することとしました。



料金改定の必要性について
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なぜ料金改定が必要なのか
村上市の上下水道事業は、平成20年度の市町村合併後、料金の統一

を進め、平成30年度に基本料金、令和4年6月に従量料金を統一しまし
た。独立採算制を原則としながらも、電気料金などの物価上昇の影響
により、現在の料金水準では維持管理経費を賄えず、市税からの多額
の繰入金に依存しており、今後の行政施策にも影響を及ぼす恐れがあ
ります。

上下水道事業は、施設の維持管理、運営費用、設備投資など多くの
コストを伴います。特に老朽化した施設の改修には多額の資金が必要
です。また、人口減少による水需要の低下が影響し、料金収入が減少
しています。

市民生活を支える重要なライフラインである上下水道事業の安定し
たサービスを継続していくためには、適正な料金水準を設定し、安定
した収入を確保して経営の健全化を図ることが必要です。
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料金改定の算定根拠

上水道事業では、営業費用や資産維持費を考慮した「総括原
価方式」に基づき、令和7年度から11年度までの5年間で4.8億円
を確保する料金水準を設定し、料金改定率は14.4％としました。

また、下水道事業については、使用料収入だけでは維持管理
費を賄えず、令和7年度から11年度までの5年間で不足する13.6
億円の使用料を確保するため、平均改定率を34.0％に設定しま
した。
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水道事業 下水道事業

料金算定期間 R7～R11年度までの5年間とする

料金改定水準
料金収入不足分 2.3億円
建設改良など投資資金分 2.5億円

維持管理経費不足分
13.6億円



収支見通し（令和7年度～令和11年度）
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◆料金算定期間:令和7年度から令和11年度における5年間の収支見通し

◇必要な維持管理経費

◇料金収などの収入見込額
　54億円

◆維持管理経費に対する料金収入不足額
  　5年間の赤字見込額　2.3億円

◇必要な施設等の更新費用や借金の返済額

　
◇企業債の借入などの収入見込額

　42.3億円

◆施設等の更新費用や借金の返済の資金不足額
　 5年間の資金不足見込額　2.5億円

改定による増収見込額　4億円

　5年間　42.3億円
工事負担金などの収

入・留保資金の補てん
24.4億円 　5年間　39.8億円

企業債償還金
18.9億円収入不足額2.5億円

平均改定率　14.4%

　39.8億円

収入不足額 2.3億円
支払利息
3.2億円

<投資に係る収入> <投資に係る支出>

企業債の借入
15.4億円 建設改良費

23.4億円

水道事業

<営業に係る収入> <営業に係る支出>

水道料金収入
40.6億円

維持管理費・人件費
など 21.2億円 　5年間  54億円

減価償却費
29.6億円

その他の収入
11.1億円

　5年間　51.7億円
　51.7億円
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◆料金算定期間:令和7年度から令和11年度における5年間の収支見通し

※令和7年度から令和11年度まで継続的に赤字の見込となる ※料金改定を実施すると令和8年度から令和11年度までは黒字の見込

水道事業
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▲ 59,915
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料金などの収入 維持管理費 純利益

(単位:千円)(単位:千円)
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◆使用料算定期間:令和7年度から令和11年度における5年間の収支見通し

◇必要な維持管理経費

◇使用料収入見込額

　180.3億円 ◇一般会計からの繰入金見込額

◆維持管理経費に対する使用料収入不足額
　54.2億円-40.6億円
  　5年間の収支不足額　13.6億円

◇必要な施設等の更新費用や借金の返済額

　
　　170.2億円 ◇企業債の借入や補助金などの収入見込額

　231.2億円

◇一般会計からの繰入金見込額

　　61億円

一般会計からの繰入金
(基準外)12.8億円

　5年間　40.6億円

一般会計からの繰入金
(基準内)71.8億円

<投資に係る収入> <投資に係る支出>

企業債の借入
81.7億円

補助金・留保資金の補
てんなど　88.5億円

一般会計からの繰入金
(基準内)6億円

下水道事業

<営業に係る収入> <営業に係る支出>

下水道使用料収入
40.6億円 　5年間  180.3億円

一般会計からの繰入金
(基準外)55億円

◆一般会計からの繰入金により
　収支のバランスを保っている経営

平均改定率　34% 改定による増収見込額10.4億円

　84.6億円

その他の収入
55.1億円

　5年間　170.2億円

　5年間　84.6億円

　5年間　231.2億円

支払利息12.6億円

減価償却費
113.5億円

維持管理費・人件費
など 54.2億円

建設改良費
76.9億円

企業債償還金
154.3億円 　5年間　61億円
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◆料金算定期間:令和7年度から令和11年度における5年間の収支見通し

※毎年度2.6億円から2.8億円の収入不足の見込となる ※料金改定を実施すると令和9年度から令和11年度までは収入が上回る見込

下水道事業

▲ 259,172

▲ 267,622

▲ 272,281

▲ 277,066

▲ 282,428

▲ 285,000

▲ 280,000

▲ 275,000
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▲ 265,000

▲ 260,000
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▲ 245,000
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使用料収入と維持管理経費の推移(現行)

使用料収入 維持管理経費 不足額

(単位:千円)
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0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

R7 R8 R9 R10 R11

使用料収入と維持管理経費の推移(改定後)

使用料収入 維持管理経費 不足額

(単位:千円)



料金改定（案）の概要

〇村上市上下水道事業審議会からの答申内容（令和6年10月22日答申）

・平均改定率 水道14.4％ 下水34.0％

・改定時期 できるだけ速やかに料金改定を実施すること

〇料金改定時期

・令和8年6月頃 改定料金の適用開始予定
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水道料金の改定案
◎水道料金の比較（１か月あたり） （税抜き、単位：円）

基本水量 改定前 改定後 増加額 改定前 改定後 増加額

5㎥まで 1,200 1,400 200

10㎥まで 1,400 1,600 200

20ｍｍ 10㎥まで 1,600 1,800 200

25ｍｍ 10㎥まで 1,800 2,000 200

30ｍｍ なし 2,000 2,300 300

40ｍｍ なし 3,300 3,800 500

50ｍｍ なし 8,000 9,100 1,100

75ｍｍ なし 12,000 13,700 1,700

100ｍｍ なし 18,000 20,500 2,500

150ｍｍ なし 23,000 26,200 3,200

40ｍｍ なし 3,300 3,800 500

50ｍｍ なし 8,000 9,100 1,100

75ｍｍ なし 12,000 13,700 1,700

100ｍｍ なし 18,000 20,500 2,500

150ｍｍ なし 23,000 26,200 3,200

公衆
浴場用

－ － － － － 80 90 10

船舶
給水用

－ － － － － 140 160 20

1,200 1,300 100

下水道使用料の改定案
◎下水道使用料の比較（１か月あたり） （税抜き、単位：円）

汚水の排除量 改定前 改定後 増加額 改定前 改定後 増加額

167 220 53

50 70 20

－ －
1栓放水時間10分につき

※特定排水とは、公共下水道村上処理区瀬波分区内の旅館、ホテル、保養所及び共同浴場から排水される汚水をいう。

従量料金（1㎥につき）

13ｍｍ

基本料金

10㎥まで 1,500 2,100 600

排水区分

一般排水

特定排水

20

10

私設
消火栓

－ － －

従量料金（1㎥につき）

90

一
般
用

160

温
泉
旅
館
用

基本料金メーターの口径
及び用途

140

80
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料金モデルケース
口径１３ｍｍで1か月に20立方メートル使用した場合の料金比較

（月額・税抜）

使用水量 改定前 改定後 増加額

20㎥ 5,970円 7,500円 1,530円

(2～3人世帯を想定)
（上水：2,800円） （上水：3,200円） （上水：400円）

（下水：3,170円） （下水：4,300円） （下水：1,130円）


